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今
年
度
か
ら
、
県
と
市
が
共
同
で
国
保
を

運
営
し
て
い
ま
す（
県
単
位
化
）。
こ
れ
に
伴

い
、
市
の
保
険
税
率
は
県
が
示
す
標
準
保
険

税
率
を
基
に
算
定
す
る
方
式
に
改
め
ま
し
た
。

県
の
算
定
方
式
に
資
産
割
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

市
は
資
産
割
を
す
ぐ
に
は
廃
止
せ
ず
、
毎
年

度
２
％
ず
つ
減
ら
し
、
こ
れ
を
原
資
に
均
等

割
の
急
激
な
増
加
を
抑
え
て
い
き
ま
す
。
今

後
は
毎
年
、保
険
税
率
な
ど
を
改
正
し
ま
す
。

　
今
年
度
の
国
保
税
の
税
率
と
課
税
限
度
額

は
、
表
１
の
と
お
り
で
す
。

　
国
保
税
は
世
帯
の
所
得
に
応
じ
て
、
均
等

割
額
と
平
等
割
額
の
合
計
額
が
、
７
割・
５

割・２
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。５
割
軽
減
は
被
保

険
者
数
に
乗
ず
る
金
額
を
27
万
円
か
ら
27
万

５
千
円
に
、
２
割
軽
減
は
被
保
険
者
数
に
乗

ず
る
金
額
を
49
万
円
か
ら
50
万
円
に
そ
れ
ぞ

れ
改
正
し
、
軽
減
判
定
所
得
基
準
額
を
引
き

上
げ
ま
し
た
。
ま
た
、医
療
分
の
課
税
限
度
額

を
54
万
円
か
ら
58
万
円
に
引
き
上
げ
ま
し
た
。

　
今
月
中
旬
、
世
帯
主
に
納
税
通
知
書
が
届

き
ま
す
。
世
帯
に
国
保
加
入
者
が
い
れ
ば
、

納
税
義
務
者
は
世
帯
主
と
な
り
ま
す
。
納
税

通
知
書
が
届
か
な
い
場
合
は
市
民
税
課
に
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
第
１
期
の
納
期
限
は
今
月
31
日（
火
）ま
で

で
す
。

　
市
で
は
国
保
税
な
ど
の
市
税
を
口
座
振
替

で
納
付
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
ま
す
。希
望
す

る
人
は
市
内
の
金
融
機
関
で
手
続
き
し
て
く
だ

さ
い
。

用�

意
す
る
物　
通
帳
、
金
融
機
関
届
出
印
、

納
税
通
知
書

※
口
座
振
替
を
す
る
税
目
の
指
定
は
で
き
ま

せ
ん
。
手
続
き
し
た
場
合
、
全
て
の
市
税
が

口
座
振
替
に
な
り
ま
す
。

　
国
保
加
入
者
が
全
員
65
歳
か
ら
74
歳
の
世

帯
は
、
国
保
税
が
世
帯
主
の
年
金
か
ら
６
回

に
分
け
て
天
引
き
さ
れ
ま
す
が
、
天
引
き
で

き
な
い
場
合
は
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で

の
納
付
に
な
り
ま
す
。

　
次
の
人
は
一
定
期
間
、税
額
が
減
額
さ
れ
、

医
療
費
の
負
担
限
度
額
が
下
が
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

対�

象　
失
業
時
の
年
齢
が
65
歳
未
満
で
、
交

付
さ
れ
た
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離

職
理
由
欄
に「
11・12・21・22・23・31・32・

33・34
」の
い
ず
れ
か
が
記
載
さ
れ
て
い
る

人

　
国
民
健
康
保
険（
国
保
）は
職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い
な
い
74
歳
ま
で
の
人
が
、病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
に

安
心
し
て
医
療
な
ど
を
受
け
る
た
め
の
制
度
で
す
。

　
皆
さ
ん
が
納
め
る
国
保
税
は
、
医
療
費
や
出
産・死
亡
な
ど
の
保
険
給
付
の
大
切
な
財
源
と
な
り
ま
す
。

加
入
者
み
ん
な
で
支
え
合
う
国
民
健
康
保
険

※①～④の合計額が年間の国保税額となります。
※課税限度額とは税額の上限のことです。

表１　平成30年度の保険税率と課税限度額

●
納
付
は
口
座
振
替
で

●
国
保
税
の
軽
減
制
度

●�

保
険
税
率
な
ど
の
決
め
方

が
変
わ
り
ま
し
た

●�

軽
減
判
定
所
得
の
基
準
と

課
税
限
度
額
を
引
き
上
げ

●�

税
率・課
税
限
度
額

●
年
金
か
ら
の
天
引
き（
特
別
徴
収
）

●�

世
帯
主
に
納
税
通
知
書
が

届
き
ま
す

国保だより

区　分 医療分 後期高齢者
支援分

介護分
40～64歳の人

①所得割
　［前年中の所得に応じて計算］ 7.11％ 2.31％ 1.91％

②資産割
　［�今年度の固定資産税額に応
じて計算］

8.00％ ― ―

③均等割額［加入者１人当たり］ 26,580円 9,270円 9,904円
④平等割額［１世帯当たり］ 19,872円 6,459円 4,544円
課税限度額 580,000円 190,000円 160,000円
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申�

請
方
法　
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証・
保

険
証・
対
象
者
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
ま
た

は
通
知
カ
ー
ド・
印
鑑
を
持
っ
て
市
民
税

課
へ

　
次
の
人
は
国
保
税
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

対�

象　
災
害
や
事
業
の
廃
止
に
よ
る
離
職

（
65
歳
以
上
）な
ど
で
国
保
税
の
納
付
が
困

難
な
人

※
詳
し
く
は
市
民
税
課
へ
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

　
や
む
を
得
な
い
事
情
な
ど
に
よ
り
納
付
が

困
難
な
場
合
は
、
滞
納
し
た
ま
ま
に
せ
ず
早

め
に
税
制
収
納
課
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
今
月
末
ま
で
に
、
新
し
い
保
険
証
が
普
通

郵
便
で
届
き
ま
す
。
８
月
１
日
か
ら
使
用
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
国
保
の
県
単
位
化
に

よ
り
、
保
険
証
の
デ
ザ
イ
ン
が
県
内
で
統
一

さ
れ
て
い
ま
す
。

※
今
月
中
に
65
歳
に
な
る
退
職
被
保
険
者
の

人
は
、
８
月
か
ら
一
般
被
保
険
者
の
保
険
証

に
変
わ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
70
歳
以
上
の
人
に
は
、
保
険
証

と
は
別
に
高
齢
受
給
者
証
を
交
付
し
て
い
ま

し
た
が
、
今
回
か
ら
保
険
証
と
一
体
化
し
た

も
の
を
交
付
し
ま
す
。

　
現
在
交
付
し
て
い
る
限
度
額
適
用
認
定

証
、限
度
額
適
用・標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

の
有
効
期
限
は
今
月
末
ま
で
で
す
。
新
し
い

認
定
証
が
必
要
な
人
は
、
８
月
以
降
に
保
険

医
療
課
ま
た
は
各
支
所
で
手
続
き
し
て
く
だ

さ
い
。

用�

意
す
る
物　
保
険
証・
印
鑑・
個
人
番
号

カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

※
限
度
額
適
用・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

の
交
付
後
、
１
年
間
で
通
算
90
日
を
超
え
て

入
院
し
た
場
合
は
、
入
院
期
間
が
分
か
る
物

（
領
収
書・
入
院
証
明
書
な
ど
）を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

　
８
月
以
降
、
70
歳
以
上
の
人
の
自
己
負
担

限
度
額
を
一
部
引
き
上
げ
、
表
２
の
太
枠
部

分
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

　
医
療
費
の
支
払
い
の
と
き
に
、
保
険
証
兼

高
齢
受
給
者
証
を
提
示
す
れ
ば
、
現
役
並
み

所
得
者
の
人
に
は
表
２
の「
現
役
並
み
所
得

者
Ⅲ
」の
限
度
額
が
、
そ
れ
以
外
の
人
に
は

「
一
般
」の
限
度
額
が
そ
れ
ぞ
れ
適
用
さ
れ
ま

す
。
そ
の
他
の
所
得
区
分
の
限
度
額
の
適
用

を
受
け
る
に
は
、
事
前
に
保
険
医
療
課
ま
た

は
各
支
所
で
の
申
請
が
必
要
で
す
。

表２　８月以降の70歳以上の人の自己負担限度額

問�保険医療課（国民健康保険について）☎0848・67・6050
　市民税課（税額について）☎0848・67・6031
　税制収納課（納付について）☎0848・67・6035
　　　　　　（口座振替について）☎0848・67・6034

●
納
付
が
困
難
な
と
き
は

　
相
談
を

●
新
し
い
保
険
証
が
届
き
ま
す

●
高
齢
受
給
者
証
と

　
保
険
証
が
１
枚
に

●
国
保
税
の
減
免
制
度

●
更
新
手
続
き
を
忘
れ
ず
に

●�

70
歳
以
上
の
人
の
高
額
療
養
費　

自
己
負
担
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す

70歳未満の人の保険証 70歳以上の人の保険証兼高齢受給者証

所得区分
自己負担限度額（１カ月）

外来（個人ごと） 外来＋入院
（世帯単位）

市民税
課　税
世　帯

現
役
並
み
所
得
者

Ⅲ 課税所得
690万円以上

252,600円
医療費が842,000円を超えた場合、

超えた額の1%を加算
（4回目以降140,100円）

Ⅱ 課税所得
380万円以上

167,400円
医療費が558,000円を超えた場合、

超えた額の1%を加算
（4回目以降93,000円）

Ⅰ 課税所得
145万円以上

80,100円
医療費が267,000円を超えた場合、

超えた額の1%を加算
（4回目以降44,400円）

一　　般
18,000円

�（年間上限
　144,000円）

57,600円
�（4回目以降は
　44,400円）

市民税
非課税
世　帯

区　分
Ⅱ（※1） 8,000円 24,600円

Ⅰ（※2） 8,000円 15,000円
※１　同一世帯の世帯主と国保被保険者全員が市民税非課税の場合。
※２　�同一世帯の世帯主と国保被保険者全員が市民税非課税で、その世帯の各所得（年

金所得は控除額を80万円として計算）の合計額が0円の場合。
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今
月
下
旬
に
新
し
い
被
保
険
者
証（
水
色
）

が
届
き
ま
す
。
８
月
１
日
か
ら
使
用
し
て
く

だ
さ
い
。

　
８
月
か
ら
市
民
税
課
税
世
帯
の
自
己
負
担

限
度
額
を
改
定
し
、
表
１
の
と
お
り
と
し
ま

す
。

　
限
度
額
適
用
認
定
証
、限
度
額
適
用・標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
を
医
療
機
関
へ
提
示
す

る
と
、
医
療
費
の
自
己
負
担
限
度
額
な
ど
が

表
１
の
と
お
り
に
な
り
ま
す
。

手�

続
き　
被
保
険
者
証
と
印
鑑
を
持
っ
て
、

保
険
医
療
課
ま
た
は
各
支
所
へ

後
期
高
齢
者
医
療
だ
よ
り

　
今
月
中
旬
に
保
険
料
額
決
定
通
知
書（
納

付
書
）を
送
付
し
ま
す
。
納
付
は
原
則
、年
金

か
ら
の
天
引
き
で
す
。
天
引
き
で
き
な
い
場

合
は
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
の
納
付
に

な
り
ま
す
。

　
本
人
の
希
望
に
よ
り
口
座
振
替
で
の
納
付

に
変
更
で
き
ま
す
。
税
制
収
納
課
へ
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

　
電
話
で
市
の
職
員
を
名
乗
り「
医
療
費
の

還
付
金
が
あ
る
」な
ど
と
言
っ
て
、銀
行
や
郵

便
局
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
誘
導
し
、
お
金
を
振
り
込

ま
せ
る
詐
欺
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

　
還
付
手
続
き
で
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
お
願
い

す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。
十
分
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
年
間
保
険
料
は
均
等
割
額
と
所
得
割
額
の

合
計
額
で
す（
表
２
）。
年
間
保
険
料
の
限
度

額
は
62
万
円
で
す
。

※
今
ま
で
に
手
続
き
し
、
今
年
度
の
市
民
税

が
非
課
税
世
帯
の
人
は
、
８
月
か
ら
の
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
被
保

険
者
証
に
同
封
し
て
送
付
し
ま
す
。

● 

保
険
料
の
納
付

● 

不
審
な
電
話
に
注
意
を

● 

平
成
30
年
度
の
保
険
料

● 

認
定
証
の
申
請・更
新

● 
新
し
い
被
保
険
者
証
が
届

き
ま
す

● 

市
民
税
課
税
世
帯
の
　
　

自
己
負
担
限
度
額
を
改
定

区　分
自己負担限度額（1カ月） 入　院 療養病床入院

外来＋入院
（世帯単位） 食費（1食） 食費（1食） 居住費（1日）外来（個人ごと）

市民税
課　税
世　帯

現役並み
Ⅲ

課税所得
690万円以上

252,600円＋１％
（４回目以降140,100円）

460円

（指定難病患者
など 260円 ） 460円 370円

現役並み
Ⅱ

課税所得
380万円以上

167,400円＋１％
（４回目以降93,000円）

現役並み
Ⅰ

課税所得
145万円以上

80,100円＋１％
（４回目以降44,400円）

一　般
18,000円

（年間14.4
万円 上限）

57,600円

（４回目以降
44,400円 ）

市民税
非課税
世　帯

区分Ⅱ※1

8,000円

24,600円
210円

（長 期 入 院
該当160円） 210円 370円

区分Ⅰ※2 15,000円 100円
130円

（老齢福祉年金
受給者100円）

370円

（老齢福祉年金
受給者０円 ）

表１　自己負担限度額と食費・居住費

均等割額　
45,500円

＋
所得割額

（総所得額など－基礎控除33万円）×所得割率8.76％
＝

年間保険料　
（限度額62万円）

表２　平成30年度の年間保険料の算出方法

※1　同一世帯の世帯員全員が市民税非課税の場合。
※2　 同一世帯の世帯員全員が市民税非課税で、その世帯の各所得（年金所得は控除額80万円として計算）の合計額が０円

の場合。

▲新しい被保険者証（水色）

問�保険医療課（被保険者証・認定証について）　☎0848・67・6056
　市民税課（保険料について）　☎0848・67・6031
　税制収納課（口座振替について）　☎0848・67・6034
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三原シティカレッジ（市民講座・夏休み特別企画）
ところ　県立広島大学三原キャンパス　
※駐車場に限りがありますので、できるだけ公共交通機関を利用してください。
申�し込み　開講日の３日前までに、持参、郵送、ファクスまたはＥメールで①講座名②郵便番号・住所③名前
（ふりがな）④職業（学年）⑤電話番号を県立広島大学三原キャンパスへ
※電話での申し込みはできません。

受講料無料

県立広島大学三原キャンパスツアー
　大学と地域の交流を図るため、普段は見ることがで
きない大学内の施設を巡るツアーを開催します。
と　き　26日（木）９時30分～12時
※食堂体験は13時まで。
内�　容　実習室などの見学、食堂体験（希望者）など
定　員　40人（申し込み先着順）
参加費　無料
※食堂体験には200円が必要。
※運転免許証などの身分証明書をお持ちください。

申�し込み　持参、電話、ファ
クスまたはＥメールで①名
前②電話番号③勤務先（学
校）④食堂体験の希望の有
無を県立広島大学三原キャンパスへ

※食堂体験の申し込みは13日（金）まで。

講座名・内容 講　師 と　き 定　員
■海浜健康講座　
①海浜セラピー概論Ⅰ　
②海浜セラピー概論Ⅱ　
③海浜セラピー認定条件　
④ストレスチェック　
⑤ロコモチェック　
⑥海浜セラピー実践論　
⑦安全管理1　
⑧安全管理2

県立広島大学
　名誉教授　大塚 彰さん
　教授　金井秀作さん
　教授　田中 聡さん
　教授　沖 貞明さん

①～④7月7日（土）　
⑤～⑧7月21日（土）　
13時～16時30分

各30人
※海浜セラピーに関心のある18歳
以上の人が対象。

■精神科看護師が語る言葉とこころ　
～笑顔になるために～　
①笑顔になるためのコミュニケーション　
②コトバとココロ　
～精神科看護師のコミュニケーション～前半　
③コトバとココロ　
～精神科看護師のコミュニケーション～後半

県立広島大学
　准教授　井上 誠さん
　助教　近藤 美也子さん
　　　　　　　　　 ほか

①7月21日（土）　
②7月28日（土）　
③8月4日（土）　
10時～11時30分

各20人程度

夏休み特別企画　
■オンリーワン工作～自由に楽しく作ろう～　
①作るものを決めよう　
②作り始めよう　
③続きを作ろう　
④完成させよう

県立広島大学
　講師　高木雅之さん

①7月26日（木）　
②8月2日（木）　
③8月9日（木）　
④8月23日（木）　
10時～12時

各20人　
※５歳児～小学６年生が対象。

夏休み特別企画　
■身体を動かす「筋肉」について知ろう 県立広島大学

　教授　津森 登志子さん
　教授　森 大志さん

８月９日（木）
９時30分～12時

10人　
※小・中学生が対象。
※動きやすい服装で参加してくだ
さい。

夏休み特別企画　
■おもしろぶつり実験　
①もし空気がなかったら　
②地球誕生と自然放射線のなぞ

県立広島大学
　名誉教授  岩谷和夫さん
　教授　加藤一生さん
　講師　中村 悟さん

①8月23日（木）　
②8月24日（金）　
14時～15時30分

各20人程度　
※小学3～6年生が対象。

夏休み特別企画　
■あつまれ！ナースのたまご　
～赤ちゃんと高齢者について知ろう！～

県立広島大学
　講師　伊藤良子さん
　講師　渡辺陽子さん
　助教　鴨下加代さん
　助教　土路生 明美さん

8月24日（金）　
10時～12時

20組　
※小学1～3年生と保護者が対象。
※動きやすい服装で参加してくだ
さい。

問�県立広島大学三原キャンパス（〒723-0053　学園町1-1）
　☎0848・60・1200�℻�0848・60・1134
　 mrenkei@pu-hiroshima.ac.jp
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お知らせ拡大版

市の業務を公開点検する事業レビューを実施します

全国一斉の緊急地震速報訓練に参加を

　事業レビューとは、市の事業の必要性や進め方な
どを外部の視点で点検するものです。学識経験者な
どの評価者が、事業について市の担当者から説明を
受け、質疑応答や議論をしながら点検します。
　事業レビューには無作為に選ばれた市民判定者も
参加します。市民判定者は、評価者と市の担当者と
の議論を聞き、評価者とともに事業を判定します。
市は事業レビューで出た指摘や提案を参考に、事業
を見直します。

　地震などの発生に備えて、全国瞬時警報システム
（Ｊアラート）を利用した緊急地震速報訓練を実施し
ます。市内58カ所に設置している屋外スピーカーや
FM告知端末、FMみはらで訓練放送が流れます。放送
が流れたら図１を参考に安全行動を取ってください。
と　き　５日（木）10時～

●事業レビューで見直した事業の例
・�敬老祝い金の支給年齢を見直し（1,250万円削減）
・�乳幼児等医療費助成の対象年齢を引き上げ（4,600
万円予算拡充）
・�市内の防犯灯を省電力のLED型へ切り替え（今後10
年間で9,200万円の削減見込み）

●今年度の実施予定
　次の日程で、事業レビューを開催します。事業レ
ビューは自由に傍聴できます。
と　き　9月15日（土）・16日（日）10時～16時（予定）
と�ころ　城町庁舎
２階　大会議室

※希望者は直接、
会場へ。

●市民判定者は無作為抽出で選ばれます
　市民判定者の候補者を無作為で選び、今月上旬に
応募はがきを送付します。積極的に参加していただ
き、意見を聞かせてください。　

市民判定者として参加した人の声
・税金の使われ方が分かって良かった
・市政への関心が一段と強くなった
※アンケートでは、８割以上の人が「また参加し
たい」と回答しています。

問経営企画課　☎0848・67・6280

問
危
機
管
理
課

　
☎
０
８
４
８・67・６
１
６
５

図１　地震で取る安全行動

広島県防災キャラクター「タスケ三兄弟」

①説明

②質問・議論
市
の

担
当
者

評
価
者

③判定
（廃止・要改善・継続）

市 民 判 定 者市 民 判 定 者

▲昨年度の様子

訓練放送の例
①�「訓練です。これは訓練です。ただ今から訓
練放送を行います」

②警報音
③「緊急地震速報。大地震です。大地震です」
④「これで訓練放送を終わります」
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問問い合わせ先

 本郷会場：本郷人権文化センター
と　き　３日（火）13時～15時
内�　容　市職員と消費生活センター相談員による講演
演　題　個人情報を管理し、詐欺・不正取得を防ごう
定　員　50人（先着順）
※講演前にオカリナ教室受講生による演奏がありま
す。
問本郷人権文化センター（☎0848・86・3333）

 三原会場：人権文化センター（長谷一丁目）
と　き　20日（金）19時～20時30分
演�　題　沖縄を通して考える人権
講�　師　ヒロシマ人権財団理事・
広島沖縄県人会会員・尾道市議
会議員　城

しろ
間
ま
和
かずゆき
行さん

定　員　100人（先着順）
問�人権文化センター（☎0848・
66・1111）

人権講演会を開催します

予算額（Ａ）
うち市税収入

金額（Ｂ） 割合（Ｂ／Ａ）
506億7,636万円 139億2,232万円 27.5％

平成29年度一般会計
  予算の状況

 市債（借入金）と基金（貯金）の状況（平成30年3月31日現在） ●１世帯当たりに換算すると……

支出の額
506億
7,636万円

議会費　3.4億円（0.7%）その他　7.1億円（1.4%）

公債費
75.2億円
（14.8%）教育費

35.4億円
（7.0%）
消防費
29.5億円
（5.8%）
土木費
51.4億円
（10.1%）

商工費　19.7億円（3.9%）

農林水産業費　14.6億円（2.9%） 労働費　3億円（0.6%）
衛生費　25.7億円（5.1%）

民生費
151.6億円
（29.9%）

総務費
90.2億円
（17.8%）

　市債のうち、臨時財政対策債（186.4億円）は返済額
の100％を国が負担します。また、学校や道路を建設
するための事業債（377.1億円）は返済額の約７割（約
264億円）を国が負担します。

　平成29年度当初の一般会計予算額は456億7,700万
円でしたが、集中豪雨災害復旧事業や各種基金への積み
立てなどによる補正増、平成28年度からの繰越しによっ

　主な市税収入として、市民税（53.7億円）、固定資
産税（68.6億円）、都市計画税（7.8億円）があります。

　詳しい財政状況は、情報公開コーナー（市役所本庁3
階）、市ホームページで公開しています。
　次回は、決算の状況についてお知らせします。

※平成30年３月末現在の市の世帯数43,780世帯から
算出しています。

て、３月末時点の予算額は506億7,636万円になりまし
た。

申し込み不要
参加費無料

問財政課　☎0848・67・6028　　

　市債残高は
　　128万7,122円

　基金残高は
　　34万8,270円

市債現在高 基金現在高

563億5,018万円 152億4,726万円

●支出

●収入

▲城間和行さん

市の財政状況をお知らせします

　最も大きな支出は、民生費（151億6,226万
円）じゃ。主に保育所や放課後児童クラブなど
の子育て支援、高齢者や障害者の福祉サービ
スに使われているぞ。
　２番目に大きな支出の総務費は、新庁舎の
建設などに使われているぞ。建設などに使われているぞ。
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